
- 1 -

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

【
公
布
日
又
は
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

地
方
自
治
法
目
次

地
方
自
治
法
目
次

第
一
編

（
略
）

第
一
編

（
略
）

第
二
編

普
通
地
方
公
共
団
体

第
二
編

普
通
地
方
公
共
団
体

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

議
会

第
六
章

議
会

第
一
節
～
第
十
節

（
略
）

第
一
節
～
第
十
節

（
略
）

第
十
一
節

議
会
の
事
務
局
及
び
事
務
局
長
、
書
記
長
、
書
記
そ
の
他
の
職
員

第
十
一
節

議
会
の
事
務
局
及
び
事
務
局
長
、
書
記
長
、
書
記
そ
の
他
の
職
員

第
十
二
節

雑
則

第
七
章
～
第
十
四
章

（
略
）

第
七
章
～
第
十
四
章

（
略
）

第
三
編
・
第
四
編

（
略
）

第
三
編
・
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

第
二
編

普
通
地
方
公
共
団
体

第
二
編

普
通
地
方
公
共
団
体

第
六
章

議
会

第
六
章

議
会

第
一
節

組
織

第
一
節

組
織

furuie
テキスト ボックス
１－３
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第
八
十
九
条

普
通
地
方
公
共
団
体
に
、
そ
の
議
事
機
関
と
し
て
、
当
該
普
通
地
方
公

第
八
十
九
条

普
通
地
方
公
共
団
体
に
議
会
を
置
く
。

共
団
体
の
住
民
が
選
挙
し
た
議
員
を
も
つ
て
組
織
さ
れ
る
議
会
を
置
く
。

②

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
普
通

（
新
設
）

地
方
公
共
団
体
の
重
要
な
意
思
決
定
に
関
す
る
事
件
を
議
決
し
、
並
び
に
こ
の
法
律

に
定
め
る
検
査
及
び
調
査
そ
の
他
の
権
限
を
行
使
す
る
。

③

前
項
に
規
定
す
る
議
会
の
権
限
の
適
切
な
行
使
に
資
す
る
た
め
、
普
通
地
方
公
共

（
新
設
）

団
体
の
議
会
の
議
員
は
、
住
民
の
負
託
を
受
け
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
四
条

町
村
は
、
条
例
で
、
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議

第
九
十
四
条

町
村
は
、
条
例
で
、
第
八
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
を
置

会
を
置
か
ず
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
ず
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

権
限

第
二
節

権
限

第
百
条

（
略
）

第
百
条

（
略
）

②
～
⑭

（
略
）

②
～
⑭

（
略
）

⑮

前
項
の
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
又
は
議
員
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ

⑮

前
項
の
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
又
は
議
員
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
状
況
を
書
面
又
は
電
磁
的

ろ
に
よ
り
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
を
議
長
に
提
出
す

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と

る
も
の
と
す
る
。

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
議
長
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。
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⑯
～
⑳

（
略
）

⑯
～
⑳

（
略
）

第
四
節

議
長
及
び
副
議
長

第
四
節

議
長
及
び
副
議
長

第
百
五
条
の
二

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
又
は
議
長
（
第
百
三
十
八
条
の
二
第
一

第
百
五
条
の
二

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
又
は
議
長
の
処
分
又
は
裁
決
に
係
る
普

項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
議
会
等
」
と
い
う
。
）
の
処
分
又
は
裁
決
に
係
る
普
通

通
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
議
長
が
当
該
普
通
地
方
公
共

地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
議
長
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団

団
体
を
代
表
す
る
。

体
を
代
表
す
る
。

第
六
節

会
議

第
六
節

会
議

第
百
二
十
三
条

議
長
は
、
事
務
局
長
又
は
書
記
長
（
書
記
長
を
置
か
な
い
町
村
に
お

第
百
二
十
三
条

議
長
は
、
事
務
局
長
又
は
書
記
長
（
書
記
長
を
置
か
な
い
町
村
に
お

い
て
は
書
記
）
に
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
会
議
録
を
作
成
さ
せ
、
並
び
に
会

い
て
は
書
記
）
に
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

議
の
次
第
及
び
出
席
議
員
の
氏
名
を
記
載
さ
せ
、
又
は
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て

い
。

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
り
会
議
録
を
作
成
さ
せ
、
並
び
に
会
議
の
次
第
及
び
出
席
議
員
の
氏
名
を
記
載

さ
せ
、
又
は
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

議
長
は
、
会
議
録
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の
写
し
を
、
会

④

議
長
は
、
会
議
録
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の
写
し
を
、
会

議
録
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
電
磁
的
記
録
を
添
え

議
録
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録

て
会
議
の
結
果
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む

。
）
を
添
え
て
会
議
の
結
果
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

第
十
二
節

雑
則

（
新
設
）

第
百
三
十
八
条
の
二

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う
ち
こ
の
章
（
第
百
条
第

（
新
設
）

十
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
（
次
項
に
お
い
て
「
文

書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知

に
関
す
る
こ
の
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

総
務
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（

入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知

の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

②

議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
章
（
第
百
二
十
三
条
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規

定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
の
う
ち
第

九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者

furuie
引き出し線
則12条の2の4＝規程4（オンラインシステムによる通知方法）

furuie
引き出し線
則12条の2の3＝規程3（オンラインシステムの定義）

furuie
ハイライト

furuie
ハイライト

furuie
ハイライト

furuie
ハイライト

furuie
引き出し線
則12条の2の5＝規程5（オンラインシステムの定義）

furuie
ハイライト

furuie
引き出し線
則12条の2の8国会に対して意見書を提出する場合、提出した議会を確認する措置を講じる（電子署名）

furuie
ハイライト

furuie
引き出し線
則12条の2の6＝規程6（オンラインシステムによる通知の方法）
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が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
総
務
省
令
で
定

め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。

③

前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い

て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
章
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も

の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
当
該
通
知
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す

る
。

④

第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

通
知
は
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
七
章

執
行
機
関

第
七
章

執
行
機
関

第
一
節

通
則

第
一
節

通
則

第
百
三
十
八
条
の
二
の
二

（
略
）

第
百
三
十
八
条
の
二

（
略
）

第
八
章

給
与
そ
の
他
の
給
付

第
八
章

給
与
そ
の
他
の
給
付

第
二
百
三
条
の
二

（
略
）

第
二
百
三
条
の
二

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
第
一
項
の
者
の
う
ち
地
方
公
務
員
法
第
二
十

④

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
第
一
項
の
者
の
う
ち
地
方
公
務
員
法
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
し
、
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
を
支

二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
し
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

furuie
ハイライト

furuie
ハイライト

furuie
引き出し線
則12条の2の7＝規程7（議会等から通知を受ける旨の表示の方式）


	○　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）
	【公布日又は令和六年四月一日施行】
	/
	○　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）（抄）（附則第四条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）（抄）（附則第五条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）（抄）（附則第五条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）（抄）（附則第六条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）（抄）（附則第七条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）（抄）（附則第八条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）（抄）（附則第九条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）（附則第十条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）（抄）（附則第十一条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）（抄）（附則第十二条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）（抄）（附則第十三条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律（平成十四年法律第百一号）（抄）
	（附則第十四条関係）【令和六年四月一日施行】
	○　電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）（抄）（附則第十五条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）（抄）（附則第十六条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　市町村の合併の特例に関する法律（平成十六年法律第五十九号）（抄）（附則第十七条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　地域再生法（平成十七年法律第二十四号）（抄）（附則第十八条関係）
	【令和六年四月一日施行】
	○　子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）（抄）（附則第十九条関係）
	【令和六年四月一日施行】

